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(まえがさ)

港北ニュータウン(2530ha)は､剤画人口30万人

として,械浜市が1965咋に発表した6大事業のひと

つで､｢乱開発の防止｣｢都Tf了JlI1-業の碓立｣｢丁汀民参加

のまちづ くり｣をfl_1!念とした事業であるO住民のサ

イドから港北ニュータウンの歴史を見ると､行政の

都市開発政策に乗って｢わがまち｣を新 しく作 り直

そうとした仕事の軌跡である｡この小論は､住民の

仕事の軌跡を､｢公共性を棚立していくまでの軌跡｣

という視点から述べたものであるO

ある地域に､住民がな兄を交換する域と､総意を

まとめる信頼された人が存在している域合に､その

地域には公共圏があると定義するOそうして､公Ilr,-国

を形成した住民の)13.こ志が基礎自治体の方針と調整さ

れて行政の力&1に組み込まれたときに､地域の公共

性は確立する｡港北ニュータウンの各所で形成され

る多くの公共圏が,公共性を確立していく･帆跡を区

分すれば､おおよそ6つの段階に分けることができる｡

約1f劉Vr]Lは､地域住民であるJll.i家が､意思を統合

して､横浜Tlfと協力して｢わがまち｣をつ くる意志

決定機関(港北ニュータウン開発対策協議会.以下､

｢対策協｣と謹‡く)を仰立し､市と協働する仕部をス

ター トした段階である｡当時は､自分の所有地を将

来､A'iyr()な土地利用にするか,郡市的な土地利用に

するかが揺れていて､結果として乱開発が進行しよ

うとする状況であったが､計画Fjil発の方向に意志統

合を図ることができた｡

第2段階は､都市的な土地利用を実現するための

施行者として日本住宅公団を対策協が受け入れ､公

団と協働する仕部 (土地区画整理事業)を都市討画

決定した段l批

第3段IgEnま､対策協が公団と協働 して作成した二L

地利用計画が､土地所有者にとってどのような価値

を生み出すか､自分の土地がどこに換地されるのが

よいのかを理附するための､†fEJ報共有の域 (鮎北

ニュータウン建設研究会.以下NT研と':Liく)を立ち

上げた段階である｡NT研の中で｢申出換地｣手法が

7,ll案され､区画整理審議会に承認された0

第4段t掛ま､｢申出換地｣が定まったとき､各人が

行う土地利用力叩 並みを形成することを理附し､良

いIlけ並みとは何かについて共通の目標を設定するた

めの､情報の共有の域 (街区別グループ会議)を立

ち上げ､Ei撚実現手段 として｢街づ くり協定｣を決

定するまでの段階0

第5段階は､区画整理部業が終わった1997咋以後､

あらためて､新しいIlり旦仁みは如何にあるべきかを問い
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[:コ 公B]施工地区(市街化区域)

[:::コ 既開勅 也区(同上)

[二 コ Jk集専用地区 窮1地区

[二 コ 市街化調整区域 旭荊2地区

地区区分固

直す梢報交換の場を丙スタートさせ､新しい公jl;圏の

怒志として都市計画法の地区言1画を築き上げた段階O

第6段Eq削ま､いわゆる新住民が入居を始めた1983

年から約20年､グリーンマトリックス概念で設討され

た新しいまちで育ってきた住民活動組織と､旧利の

IllT内会という異なる公共圏を持つ組織が協働 して､

都筑区全体をグリーンマトリックスのまちにしようと

する域 (水と緑の検討委員会)をスタートさせた段階｡

この小論は､以上の6段階について記述 したもの

である｡

■第1段階

横浜市は港北ニュータウン構想を実現するため

に､腿協役員と協議した結果､農協が推ir15したメン

バーによる地元住民代表者会議のかたちで､串英推

進協議会を召兆した｡

協議会の席上､地元委員から｢開発するかどうか

対策を検討する会が必安であり､その会のメンハ-

は地元町会が推進する委員でなければならない｡開

発を推進する会となれは我々は参加しない｣という

発言が相次ぎ､中英舵進協議会は術散された｡

半年一棟､横浜市は地元住民代表者会談 (対策協)

のメンハ-選定を地元IIIH句会に-任して召躯し､こ

の会談で三つの閲多色Bll念が承認されたO

(む乱開発の防止 (討画閑雅の区域以外は､市街化制

空割茎域に指定する)

(参郡TffJT迂菜の確立(TfLJ街地に接するLli地は緑地であ

るという概念を制度化する)

③市民参加のまちづくり(港北ニュータウン内で､区

画整矧亘城とJn業専用区域を地元と横浜市が協試

して定め､区画整IIE!区域は市街化区域とすること｡

J出発専用区城は市の郎業として基鮭整備を行う)

である｡

対策l釦3:地域住民と諮った上で､区画整理区域･

Jll辻莱車用地区･市街化調整区域の範囲を決定し､市

長と約束を耽 り交わしたO

クリ-ノ7 トリノクス耽念Eg)

約束は次の3点で､これがこの節業の大いなる特

徴になったO第1に､横浜市が1,Fl一案した開発に関迎

する事業は､粘北ニュータウン事業が終了するまで

に整イlHJを終わることo第2に､関与芭者が定めようと

する事業計画は住民参加で行うこと｡第3に､上記

の2条件を監視するための協議会は地元代表･市の

担当局長 日本住宅公lElの埋却で柄成する組織 (対

策協)であることOこの約束によって､対策協は区

画整理区域･JIEl発車用区域の他姓的な抱囲の公共性

を決定する機関になったo

■第2段階

公団は区国1盤fLR施行者になるための条件として､

35%の減歩率をAlIVJ捉に､区域面flllの40%を､公団の

提示価格で売ることを地元が承諾する必嬰があるこ

とを説明したOこの提案を対策協は了承したo地元

腿家にとって､公団の条件を承認するかどうかは､

自らの将来を決定することになるO公団が個別に413

めた土地売却承諾Ir圭子の数は､地元の1弓米に対す る住

民投票に当たるものであるが､結-3Fiは､ゴーサイン

がlLl'J=と考えて良いものであった｡そして､区画整

flAl区域が都市計画決定され､地元Jli利地域の諾志は

公共性を有することになったo

■第3段階

公l亘】と枕浜市･地元代表者は､新しいまちの姿を

グリーンマ トリックス概念で設計することとしたO

また､土地所有者がその剖画の中で､如何なる個別

の土地利用をすることが可能かを検討し理研する場

(NT研)を設立した｡

NT桝は､地柵者も市･公団職員も個人の立場で

出席し､自由な発言の城になった｡主なテーマは､

市街地の中でJTl紫を継続する-方法.都Tl川勺な土地利

捕 (貸しビル･マンション･商店等)を骨む方法.工場

や畜産を継続する方法などから始められたO議論の

過程で明らかになったことは､テーマに上げられた
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ような土地利用が混在したら､後々トラブルが額発

して安心 して督紫を設けることができなくなること

であった｡対処する方法は土地利川をその性質に

よって分けることであるが､郎市.I.日画法の用途規制

は甘すぎて7juld_による弊害を防ぐことができないこ

とも分かってきた｡そこで登城 したのが｢特別な用

地｣という概念である｡

｢申lHr.換地｣は､NT桝で議論された問抱をよく理解

し同じ土地利川を考えている人達が災まって｢特別

な用地｣に換地を受けるという手法である｡

｢特別な川地｣に､混在による弊Lii･F.'"抱をよく判!

解した人達が換地されれば､その街区を範11jlとLた

ミクロの公北国が成立しやすく､土地利用ルールを

作ることが可能である｡

NT研の地元メンバーは､この考え方を対策協に提

案するに当たって､自分の集孫で説明会を度々開き､

｢申出換地｣の効果を農家に徹底する活動を行った｡

この活動は新しいリーダーを生み糾すことになった｡

■ 第4段階

rlFlJlLr.換地｣が実施されて､初捌段桝で ミクロの

公共圏を抑Elしたのは､荏田近隣センターの｢街づ

くり申し合わせ1982咋｣に参加 した人々であったO

また､土地利用の仕方の違いがない小脱税宅地の会

と工業会では.早くから公共団が形成されて､建築

協定(1983-)という公共性を確立した｡

しかし､駅前センター地区の土地利用の選択肢は

限りなく多いので,町並みのイメージを耗-することは

困難であった｡rllL出た人達は､換地先の街区別グ

ループ会議を放り返し練り返し行い.少しずつイメ-

ジをつかむ努力が､1977年から約10咋Iとu続けられた｡

1993年の地下鉄閑適に向けて､rfl川駅前セン

ターでは､公fjTlがグループ別会議の声をIi打さながら､

ZJTr業計画7-LL定の設計を修正した｡造成131画も変更し

たことで､グループ別会談の祝野は駅前センター全

体に拡大し､グループ別会談を統合する全体会議が

1986JJFに党止 した｡全体会講は､術づ くりのイ
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メ-ジをIljiL合う会談であったが､やがて-つのイ

メージに到達すると､イメージに合わせた個々の姓

焚物にFXJする形態や色彩のあり方をきめることに

なった､1990年｢街づくり協定｣がその結論である｡

そうして､全体会談の代表者会読メンバーで構成す

る駅前センター術づくり協定運営委員会(以下､運

営委と壬苦く)が設立された.

一一万､公団は港北都市開発センター(以下､KTC

と寺liく)を1989年に立ち上げ､1991年にはタウンセ

ンターに換地をEPL山た対策協の主-2メンバーで構

成される港北ニュータウンタウンセンター糊多邑推進

rhlb談会(以下､rXJ多色協と凹く)が発足 した｡そうし

て､地下鉄開通に合わせて｢街づ くり協定｣が1993

年に締結され､KTCを邪教局とするタウンセン

ター地区街づくり協定遜･,%委員会 (以下､TC道営

委とかく)が設立された｡

さらに､港北ニュータウンを統括する対策･協は､

班築確認に関する区両丑理法76条の奇相す協調手耗

きのTlIJ擬として､｢街づくり協定｣をもとにした協

誠を我務づける決定をした.協議の相手は､｢迎営

委｣｢TC運営委｣である｡この決定によって､｢迎′き壬

黍｣｢TC運営委｣は鎚築棚記をとおして公-jl,[塗lのま

とめ役としての位出を弓ih搾.3'することになったD

J 第5段階

区画整理事業中は76粂協議が効いていたので､地

下鉄が開通してセンター地区のど)i,化が進む叫でも.

｢街づくり協定｣のガイドラインは守られていた｡

区画整理事業が終了 し､76粂協講がなくなり､

そのうえ申し出換地を決frした1976年頃の地権者

もIB:r代交代して公北田を怒;識しない人が増えてくる

と.ガイドラインを,I.H.E祝する人がわずかではあるが

苑生するようになり,公共国の意志を11くためには

｢法的規制｣を新たに設定する必安が生 じた｡2002

年南北タウンセンター地区計画の都市計睡J決淀はこ

のような背方!1からなされたものであるO

地区計画の範囲と税制内容を定めたのは､公兆圏
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の中核を担う[KTC]と｢開発協｣であり､l州別こ示

された公共圏の7な志を､行政が法flJIJ化することに

よって､｢街づ くり協定｣がめさした街並み形成の

実現他をF:)めることになったO

■第6段階

港北ニュータウンに本格的な入居が始まってから

20年がたち､都筑区が誕生して10年がたったO都筑

区はこの10年の間､地域振興課によるLlけ内活動の文

様と生涯学習支援が実を結んで､附J内会主導の公

園 ･緑過密.1斐会が立ち上がり､各種住民ぜIET動の辿絡

協議会である｢わ創辿｣が立ち上がった｡これらの区

民活動組織は､区画整fLRによって創 りだされたグ

リーンマトT)yクス空間をベースにするものが多いo

いいかえればグリーンマトリックス空朋の上に形成さ

れた公共圏を支える組織である.都筑区地二域=振興謙

は公共L萱】を形成させる支援を行ってきたことになる0

2003年都筑区区政推進課は､｢つづき水と緑の検

討委員会｣をスター トさせた.委員のメンハ-は区

画整挫区域を越えた都筑区全域から応募某した人達

と､公共圏の中核を成す町内会長･わ創連の方たち

であるOこの委員会は都筑区全域のグリーンマ ト

リックス化を目指して試論を始めたところであるo

(まとめ)

港北ニュータウンの公共圏に関する変化の歴史を

たどって分かることは､自分達のあるべき方向を明

椎に示すことのできる｢組織｣の存在が､歴史を左

右すると言うことである｡

まず､第1段階で述へたように､港北ニュータウ

ン構想を市が提案した当時､尤yl勺土地利用から都市

的土地利用へ向けての方l称転換を京北怒させたのは､

)-1法制社会の秩序を支えてきた｢村おき達｣であった｡

｢柑おさ連｣は地域の意:志を統合することによって､

巨大なインフラ整備を行政に約束させ､公団の莫大

な開発資金を地域に投入させるチャンスをキヤノチ

しながら､地域の公共性決定に参画する｢対-̂A協｣

の組織を榊立したo

iiコIT.,.
■一∫---､

つぎに､第3段階で述べたように､NT榊の域(組織)

は､都市的土地利用へl百日ナての方向転換を支持する

｢若いELl-代の指導者｣が登場する機会を作った｡これ

からの街づくりは白山と自己i'_lr任の上に築かれるへ

きことを主張し､｢特別な用地｣と｢EFlllJ'.換地｣を制度

として区画整fEB!に取り込むことになったo

そうして､｢特別な用地｣という地理的な範囲に､

公共国の711rA:言織を形成させたのもこれら｢若い世代の

指導者｣連である0

-万､約4段階で述へたように､センター地区地椎名

の忠志を｢街づくり協定｣という具体的な形で示すこと

ができたのは､｢センター地株者全体会議｣･[KTC]I

rl3㍍己協｣が誕生して求心力を発揮したからであったo

さらに､第5段階で述べたように､地区il1閏の決

定をバ ックにして､美 しい街並みを生み出す母体

[KTC]･｢TC逓倍委｣が柵立 した｡更に第6段r削 こ

入った現在､現存する緑道を都筑区全域にまで拡大

しようという意lgTを持って､｢つづき水と緑の検討

委月会｣が2003咋にスター トしたQ港北ニュータウ

ンの各所で形成された公共圏が,全区民の公共圏に

なっていくプロセスに踏み出したようである｡
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